
11月号2015（平成27）年広 報 日 の 出

広報日の出
2015.11月号

〒190-0192（個別郵便番号）東京都西多摩郡日の出町平井2780  TEL  042（597）0511（代）　FAX  042（597）4369
日の出町ホームページ http://www.town.hinode.tokyo.jp/  メールアドレス info@ town.hinode.tokyo.jp3

平成28年１月以降

市町村などでの社会保障・
税・災害対策分野の行政手
続きで、申請書へマイナン
バーの記載を求められま
す。

★ マイナンバー制度をかたる詐欺に ご注意ください ★

　マイナンバー制度をかたり、マイナンバーや預金口座番号などの
個人情報を聞きだそうとする不審な電話や訪問が各地で発生してい
ます。役場などから電話でマイナンバーを聞き出したり、お金を請
求することは絶対にありません。

マイナンバーに関する不審な問い合わせがあった場合は、

 ① マイナンバーや口座番号などを教えたり、お金を振り込んだりしない。
 ② 相手の名前や所属、要件などのメモを控え、家族などに相談する。
 ③ 「おかしい」と感じたら、最寄りの警察や町役場などに連絡をする。

お
し
え
て
！
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
Q
＆
A

　
　
　
　
　
　
　
　

シ
リ
ー
ズ 

①

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を

　

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め

　

今
回
よ
り
シ
リ
ー
ズ
で

　

わ
か
り
や
す
く
解
説
し

　

て
い
き
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
持

つ
12
け
た
の
番
号
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
一
生
使
う
も
の
で
、
原
則

と
し
て
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
。
な
く
し
た
り
漏
え

い
し
た
り
し
な
い
よ
う
大
切
に
し
て
く
だ

さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
「
社
会
保
障
」「
税
」「
災
害

対
策
」
の
分
野
で
各
行
政
機
関
が
管
理
す
る
個

人
の
情
報
を
つ
な
ぐ
役
目
を
果
た
し
ま
す
。
こ

れ
に
よ
っ
て
行
政
の
効
率
化
や
各
種
行
政
手
続

き
の
際
の
提
出
書
類
削
減
な
ど
、
国
民
の
利
便

性
が
向
上
し
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
住
民
票
を
基
礎
に
し
て
作

成
さ
れ
る
た
め
、
国
外
に
滞
在
し
て
い
る
方
な

ど
、
住
民
票
が
な
い
場
合
は
指
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
住
民
票
が
作
成
さ
れ
れ
ば
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
指
定
さ
れ
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
原
則
と
し
て
一
生
同
じ

番
号
を
使
っ
て
い
た
だ
き
、
自
由
に
変
更
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。た
だ
し
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
漏
え
い
し
、
不
正
に
使
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
に
限
り
変
更
で
き
ま
す
。

　

国
の
指
定
機
関
が
、
24
時
間
365
日
体
制
で
連

絡
を
受
け
付
け
、
一
時
停
止
措
置
な
ど
の
対
応

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
開

設
予
定
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
何
の
た
め
に

導
入
さ
れ
る
の
？

住
民
票
を
有
し
て
い
な
い
人
に
も

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
指
定
さ
れ
る
の
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
希
望
す
れ
ば
自
由

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
？

QQQ

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
な
く
し
た
場

合
に
は
？

平成27年 10月以降

個人番号カードの交付を希
望する方は、通知カードに
同封の交付申請書に顔写真
を添付して返信してくださ
い。交付は28年1月以降
になります。

住民票の住所に「通知カー
ド」が簡易書留で届きます。
大切な書類です。間違って
捨てないでください。

Q

日の出町イメージ
キャラクター ひのでちゃん

本人確認の方法　「番号確認」と「身元確認」
　平成 28年 1月から、各種申請などにマイナンバーを記入
していただく際、「マイナンバーが正しいことの確認（番号
確認）」と「手続を行う人が番号の正しい持ち主であること
の確認（身元確認）」が必要となります。本人確認の基本的
な方法は、次の3つの方法があります。

番号確認のための書類 身元確認のための書類

① 個人番号カード（1枚で番号確認と身元確認ができます）

② 通知カード 運転免許証など
（写真付きの身分証明書）③ 住民票（個人番号付き）

「マイナンバー」とは
通称で、法律上の正式
名称は「個人番号」と
いいます。

Q&A は町 HP内にも
掲載してあります
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